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市区町村において検討・準備をお願いしたい事項

1. 申請受付・交付方法の決定

• 受付方法（窓口か郵送か、どの窓口で受け付けるか）

• 交付タイミング（即日か後日か）

2. 申請受付体制

• 本人確認、記載内容確認等を行える体制の準備

3. 審査・入力・発行体制

• 申請書類をもとに、VRSで照会・入力・発行（印刷）を行える体制の準備

• 印刷準備（プリンタや偽造防止用紙の用意）

4. 交付

• 証明書の交付（窓口・郵送）を行える体制の準備

5. 周知・広報

• 市区町村ホームページや広報紙等で、申請方法、申請先等の案内

③VRS
でのテスト

②
手続の
詳細

本日ご説明する内容

↓↓

④
周知・
広報に
ついて

全般に関わる事項として

① 省令の改正案
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省令の改正案について

予防接種法施行規則 附則

第十八条の二 法附則第七条第一項の規定による予防接種を行った

者は、当該予防接種を受けた者であって、海外渡航その他の事情

により、第四条第一項の予防接種済証とは別に当該予防接種を受

けたことを証する書類（以下この条において「予防接種証明書」

という。）を求めるものに対して、これを交付するものとする。

２ 前項の予防接種証明書の様式は、様式第三とする。
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省令の改正案について

様式第三（附則第十八条の二関係）

 
 

新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 
Vaccination Certificate of COVID-19 

 

姓(旧姓)(別姓) 名(別名) 

[Surname(Former surname)(Alternative surname) Given name(Alternative given name)] 

 

 

生年月日 [Date of Birth](YYYY-MM-DD) 

  

  

国籍 [Nationality] 

  

  

旅券番号[Passport Number] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明書発行者[Certificate Issuance Authority] 

 

 

日本国厚生労働大臣 

  [Minister of Health,Labour and Welfare,Government of Japan] 

 

証明書ID [Certificate Identifier] 

 

 備考 不要の文字は抹消して用いること

2回目接種[Second Dose] 

 

ワクチンの種類 [Vaccine Type] 

 

 

メーカー [Manufacturer] 

 

 

製品名 [Product Name] 

 

 

製造番号 [Lot Number] 

 

 

接種年月日 [Vaccination Date](YYYY-MM-DD) 

 

 

接種国 [Country of Vaccination] 

 

証明書発行年月日[Issue Date](YYYY-MM-DD) 

  

1回目接種[First Dose] 

 

ワクチンの種類 [Vaccine Type] 

 

 

メーカー [Manufacturer] 

 

 

製品名 [Product Name] 

 

 

製造番号 [Lot Number] 

 

 

接種年月日 [Vaccination Date](YYYY-MM-DD) 

 

 

接種国 [Country of Vaccination] 
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事務手続の詳細

以下の形で、事務手続の詳細を準備しています。

1. 自治体向け予防接種の手引き（新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き）の改訂

• 自治体向け予防接種の手引きは、予防接種法により第一号法定受託事務とされている事務その他の事
項を総合的に示すものであり、地方自治法第245条の９に基づく処理基準

• 本手引きに、事務手続の概要を追記します

• 3.3版として改訂予定です

2. マニュアルの作成

• 事務手続の詳細を記載する資料として、マニュアルを作成します

• 手引きに記載の事項は、マニュアルでカバーする予定のため、手続の開始にあたってはマニュアルの参照を
お願いします

• 別紙を用いてご説明します
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接種事実を証明する書類
※を持参しているか

VRS登録データを照会
内容に疑義がないか

NO

証明書発行

※接種済証、接種記録書、予診票
の写しなど

VRSの情報を接種事実
に基づいて補正

VRSに接種記録が登録
されているか

自治体内に保管されてい
る予診票を確認

YES

VRSの操作は、①VRS登録情報の照会、②VRS登録情報の補正、③証明書発行 で必要になります。

接種事実の証明書類とVRSの確認フロー

①

①

②

③
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①VRS登録情報の照会

登録情報の照会は、接種券番号、マイナンバー、３情報のいずれかで検索することができます。

照会結果のメッセージを確認し、証明書の発行または登録情報の補正を行います。

【接種券番号での照会】 【マイナンバーでの照会】 【３情報での照会】

※画面は開発中のイメージです。実装時は変更となる可能性があります。詳細な操作マニュアルは別途提示予定です。

【照会結果】

※このパターンについては、VRSではな
く簡易証明書発行様式（Excel）に

よる発行を想定しています。
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②VRS登録情報の確認と補正

【登録情報の確認画面】

【登録情報の補正】

登録情報を確認し、登録内容の補正が必要な場合は

「照会・補正」メニューより登録データを補正して頂きます

※画面は開発中のイメージです。実装時は変更となる可能性があります。詳細な操作マニュアルは別途提示予定です。
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③証明書の発行

【追加情報の入力】 【プレビューの確認】

パスポート情報など必要な追加情報を登録頂き、接種証明書を発行することができます。

※画面は開発中のイメージです。実装時は変更となる可能性があります。詳細な操作マニュアルは別途提示予定です。
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種別 内容

前提 接種対象者登録がそもそもされていない

日付 4/11以前の接種だが、先行接種対象者に設定されていない

接種日が未来の日付になっていたり、ワクチン接種が始まった2021/02/17より前などになっている

一回目接種より、二回目接種が早い日付になっている

一回目接種と二回目接種の間に十分な期間がない（ファイザー３週間、モデルナ４週間）

ワクチン 5/24以前にモデルナワクチンが登録されている

大規模接種会場、職域接種会場以外でモデルナワクチンが登録されている

ファイザー、モデルナ以外のワクチンが登録されている

接種状況 直近で転入していないのに、二回目接種しか登録されていない

直近一か月で転出、死亡、消除処理などをしていないのに一回目接種しか登録されていない

先行接種対象者以外で、5/3以前に二回目接種の記録がある

6/21以前に、モデルワクチンの二回目接種の記録がある

デモ用アカウント（自治体名：霞が関市、自治体コード：000001）で接種記録が登録されている

VRSから出力できる接種記録をもとに補正が必要なデータがないかを一定数確認することができます。
予防接種台帳に登録されているデータや、独自の予約システム・健康管理システム、また予診票そのも
のなどを確認頂き必要に応じて正しいデータに補正してください。

疑義が発生する可能性のある登録データについて

【確認が必要なデータの例】

※詳細な確認手順やデータの抽出方法などについては政府CIOポータルのVRS関連ページに掲載予定です。
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VRSを利用した証明書発行テストについて

テストを行う環境

• テスト用の自治体（霞ヶ関市）を用意します

• テスト用の自治体にアクセスするためのテストアカウントのID・パスワードを提供します（全国で共通のアカウント）

• テスト用の接種対象者情報を登録します（各自治体別々のテスト対象者・記録で証明書発行をテストできます）

テスト期間

• ７月13日(火) ～7月16日(金)の 07:00～ 23:00

• テスト期間終了後は、テストアカウントでログインできなくなります

テスト概要（推奨）

• 本資料及び別途お知らせするマニュアルを参照して、接種証明書の発行を実施してみてください

• 申請受付から証明書印刷まで、実際に担当するメンバー、環境（パソコン、用紙など）でテストしてみてください

• 色々な想定されるシチュエーション（未登録者対応など）に備えて、接種対象者情報・接種記録を補正してみて、申請受付～
発行までの想定対応を確認してください ※自自治体に割り当てられた接種対象者情報・接種記録は補正してOKです

やってはいけないこと

• 各自治体でも証明書発行機能が7月13日（火）に利用可能となります。正規の環境での誤操作にお気をつけください。

• 全国で共通のアカウントです。テストアカウントのパスワードを変更しないでください。

• テストアカウントで、「照会・補正」「証明書発行・履歴確認」以外の機能を使用しないでください。

• テストアカウントでは、実際の接種対象者・接種記録を絶対に入力しないでください。入力内容は他自治体でも閲覧可能です。

• 各自治体別々の対象者情報を登録しています。他の自治体用のテスト対象者・記録のデータを補正しないでください。

テストアカウント情報など、
詳細は改めて事務連絡で
御連絡します
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簡易証明書発行様式を利用した証明書発行テストについて

テストを行う環境

• VRSで接種証明書を発行できない場合に使用する、簡易証明書発行様式を配布します

• 随時レイアウト調整等を行っているため、最新のものを御利用ください。

テスト期間

• ７月13日(火)以降随時

テスト概要（推奨）

• 本資料及び別途お知らせするマニュアルを参照して、接種証明書の発行を実施してみてください

• 申請受付から証明書印刷まで、実際に担当するメンバー、環境（パソコン、用紙など）でテストしてみてください
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周知・広報について

報道発表等、国によるメディア・Webサイトなどを通じた周知・広報の開始日はいつか。

改正省令の公布を12日に予定しており、それ以降に周知、広報を行う予定です。
自治体においても周知広報を行っていただくようお願いいたします。

不当な差別につながらないように十分留意することとあるが、配布物等の準備を行う予定はあるか。
民間において接種証明書を用いた独自のサービスを企画する可能性があるが（例えば「証明書のある方は
コーヒー半額！」など）、「広く周知する」以上に踏み込んだ対策を講じる考えはあるか。

接種証明書の利用に関しては、基本的な考え方を示すことを検討しています。

国で市民からの問い合わせコールセンターをつくってほしい。

接種証明書の意義などの制度全般に関する一般の方からの問い合わせについては、新型コロナワクチン
コールセンター（0120-761-770）にお問い合わせいただけます。
接種証明書の発行手続等に関する問い合わせについては、各自治体にてご対応いただきますようお願いし
ます。

広報紙・チラシやウェブサイト等への掲載原稿案、広報素材などを提供してほしい。

掲載原稿案や広報素材の提供は予定しておりません。
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７月12日(月) 予防接種法施行規則の一部を改正する省令公布

７月13日の週 VRSを用いた証明書発行テスト、追加の質問受付
※ VRSのアカウント追加が必要な場合はIT室へ申請をお願いします。

７月21日(水)頃 追加で頂いた質問に対する回答

７月26日(月) 改正省令の施行、接種証明書の交付申請受付開始

今後のスケジュール（予定）



Q&A

本説明会開催中に頂いたご質問への回答
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